






北九州市 特定健診受診者に対して、高血圧、高血糖等の有所見者への対

策、生活習慣関連の慢性腎臓病への対策など特定保健指導以外にも取り組

み、独自の受診勧奨や保健指導を行う。

尼崎市 有所見者のハイリスク健診を実施し、慢性腎臓病及び糖尿病の重症

リスクのある者に対しては、結果説明と継続的な学習会と検査評価を行う

重症化予防事業を実施。

所沢市 健診票を３枚複写で作成し、独自の総合診断（５段階）を設定し、

受診後すぐに医師から結果を伝え、治療 ･ 精査の必要な方は、早期治療に

つなげる体制の整備。

磐田市 家庭訪問による個別指導を原則とし、対象者が自分自身の「身体のメ

カニズム」「重症化のメカニズム」が理解できるような個別指導と家族を含め

た指導で家族全体の健康支援を行う。

米原市 受診者の身体状況や生活状況に合ったオーダーメイド保健指導を個別

で実施している。健診後の訪問時には健診結果の経年表を持参し、保健指導

の利用を勧奨する。
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（２）自分自身の身体状況を理解できるようオーダーメイドされた具体的保健指導の実施
　保健指導の効果は、終了後の行動変容の継続による健康指標の改善で判定される。したがっ
て、特定保健指導によって、疾病が予防されるなどの具体的メリットの実感が、保健指導の
利用に大きく関連していると考えられた。そのために、対象者個人に応じたオーダーメイド
された保健指導により、自分自身の身体状況を理解でき、実行可能な保健行動への支援が実
感できることが、保健指導の利用にとって重要と考えられる。

 

（３）二次予防対策も含めた保健指導の重点化
　特定健診・特定保健指導はメタボリックシンドロームに焦点をあてた一次予防としての目
的が大きい。しかし、医療費や健診データ分析から、治療対象となる層のコントロールが適
切に行われていないなどの課題が浮上した保険者では、二次予防対策にもあわせて重点を置
いて保健指導を実施していた。このように現状評価に基づいて、一次予防のみならず二次予
防対策も含めて保健指導の重点を検討することで、より効果的な生活習慣行対策が講じられ
ると考えられた。



仙台市 積極的支援では委託事業者と区職員が一緒に対象者のケースカンファ

レンスを行い、支援方針を共有。

青森市 委託事業者である医師会と協働で指導用媒体を作成し、フィットネス

コースの場合は、ジムの担当者と栄養士会の担当者、市の保健師とが初回面

接を合同で行う。

洲本市 市内の保健師で構成している市保健師協議会で研修を実施。

協会けんぽ沖縄支部　マニュアル作成、１回 /２カ月の研修会、毎週のショー

トカンファレンス、専門医を入れた症例検討会の実施。
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（４）保健指導技術の向上
　前述のような利用者にとってメリットが実感できる保健指導あるいは、これまで自分の健
康問題について関心が低かった層にむけての実効性のある保健指導を実施するには、保健指
導の技術の向上が不可欠である。非常勤職員を含めた保健指導を担当する職員間での事例検
討会や研修会など実践的なトレーニングの機会をもつことは、保健サービスの質の向上とし
て重要である。

 

（５）委託事業者の保健指導の質の管理
　大規模な市町村国保の場合は、保健指導を医師会や事業者等へ委託している保険者が多く
を占めている。保健指導を委託によって実施する場合には、効果的な保健指導の実施のため
に、委託事業者の保健指導の質の管理は、保険者のマネジメント機能として求められる。

４．都道府県、保険者協議会等による保険者への支援
（１）現状分析の支援
　医療費や健診データの分析を保険者がよりスムーズに行えるように、既存データの管理や
評価方法について支援を行うことは、保険者が現状評価から事業展開を検討するための基盤
整備への支援として重要である。



群馬県 国が示した「研修ガイドライン」に基づいた実践者研修のみならず、 

関連した研修を主体的に企画、運営、評価している。

群馬県国民健康保険団体連合会 独自に研修会を開催し、県主催の内容を補完

するよう工夫し、県と協調して開催している。

静岡県 数回の実態調査での「市町や医療保険者の要望」の中から研修内容を

分析し、タイムリーにその内容を反映させて研修会を企画実施している。

静岡県 情報交換会、研修会の実施及び保健所による管内保険者へのヒアリン

グ調査の実施。

群馬県 市町村担当者（国保、衛生部門合同）のブロック別意見交換会を開催

し、市町村間で情報を共有することで、課題の明確化、問題解決の方針の検

討につながっている。

静岡県 健診受診率等について、県内の各保険者のデータをまとめ、各保険者

が自分たちの状況を他保険者と比較し、課題を検討できるようにした。
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（２）都道府県内の保険者の情報交換
　従来、都道府県内の市町村保健衛生部署間の情報交換の場は、比較的持たれてきた。しか
し、医療保険者間では必ずしもそのような機会はない。そのため、職域の健康保険組合を含
めた情報交換や効果的実施方法の共有は、広域的行政機関である都道府県や都道府県保健所、
保険者協議会に期待されているところである。またそれらの支援は、都道府県や都道府県保
健所、保険者協議会にとっても、管轄地域における新たな課題を見出す機会ともなる。

（３）人材育成のための技術的支援
　特定健診・保健指導事業のように新規事業の開始時は、人材育成が不可欠の要素である。
管内の保険者の実施状況を分析し、実情に応じた研修等の人材育成への支援は、都道府県や
保険者協議会等の重要な役割である。


